
©2026 Japanese Society of Public Health

381第73巻　日本公衛誌　第 4 号2026年 4 月15日

資 料

都道府県における健康増進アプリの導入の実態
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目的　本調査は， ICT（Information and Communication Technology）を利活用した健康づくりのた

めの環境整備に向けて， 全都道府県における健康増進アプリ（以下， 健康アプリ）の導入の有

無とその内容を明らかにすることを目的とした。

方法　全都道府県を対象とし， 2024年 8 月 6 日から 9 月 3 日までの間に， 都道府県の公式ホーム

ページ及び都道府県が運営する健康増進事業や健康アプリの特設サイトから情報を収集し

た。調査項目は， 2024年度における健康アプリの導入の有無， 導入期間， 開発主導者， 対象

者， 利用実績， 機能とし， 機能は行動記録， 健康管理， 健康情報取得， 競争性， ゲーム性，

インセンティブの 6 つに分類して整理した。

結果　健康アプリを導入していたのは34都道府県（72.3%）であった。健康アプリの導入開始年は

2014年度から2024年度であった（期間限定事業を除く）。アプリの開発主導者は， 自治体と民

間企業に分かれ， 開発主導者が自治体の場合は， 歩数や健康管理に加えて， 健診受診やイベ

ント参加等を含む幅広い機能を有する傾向にあった。一方， 民間企業の場合は， 単一または

少数の機能を有するアプリを自治体が活用する傾向にあった。民間企業のアプリでは， 利用

者が居住地等の該当する自治体を設定して利用する仕組みを設けている場合が多く， 自治体

がアプリ内のイベントやキャラクター， インセンティブのような主要機能以外の一部を， 独

自の仕様にできる工夫が採用されていた。機能に関しては， 行動記録では歩数（33都道府県）

が最も多く採用され， 次いでイベント参加（21都道府県）， 健診受診（18都道府県）であり，

健康管理では， 体重（28都道府県）が最も多く， 次いで消費カロリー（22都道府県）， 血圧

（19都道府県）が多く， 取得できる健康情報の内容では， 運動の方法（11都道府県）が最も多

かった。また， 行動変容やアプリ利用継続の動機付けを図るために， 歩数やポイントのラン

キングといった競争性（28都道府県）や， キャラクター等を収集や育成といったゲーム性（13
都道府県）， 優待や抽選， その他条件付（ランキング上位者に限る）によるインセンティブ

（30都道府県）を取り入れている都道府県があった。

結論　本調査は， 全都道府県における健康アプリ導入の実態を， 機能の内容も含めて明らかにし

た。今後の自治体での ICT を活用した健康づくり施策の検討において参考になることが期待

される。
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Ⅰ 緒 言

2024年度から開始された健康日本21（第三次）で

は，「誰一人取り残さない健康づくり」を展開し，

「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置いてい

る1)。具体的な内容として，「誰一人取り残さない

健康づくり」では「健康に関心が薄い者を含む幅広

い世代へのアプローチ（自然に健康になれる環境づ

くりの構築）の推進」， また「より実効性をもつ取

組」では「ICT の利活用（ウェアラブル端末やア

プリなどテクノロジーを活用）の推進」を挙げてい

る1) が， 関心が薄い層へのアプローチを含む ICT
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を活用した取組として， 自治体における健康増進ア

プリ（以下， 健康アプリ）や健康ポイントの利用が

期待されている2)。

また， WHO（世界保健機関）は「デジタルヘル

ス， 特に mHealth（モバイルヘルス）は， ケアの質

と範囲を改善し， 健康情報， サービス， スキルへの

アクセスを増やし， 疾患の発症予防のための積極的

な行動変容を促進することが実証されている」と報

告しており3)， 世界的にもモバイル技術を活用した

医療や健康づくりは高く評価されている。我が国で

は Personal Health Record（PHR）サービスの検討・

一部導入が進んでいる4,5)。PHR は， 国民・患者の

保健医療情報を本人自身が活用して予防・健康づく

り等に活用するとともに， それを本人同意の下に医

療・介護現場で役立てることや， 国や自治体等によ

る公衆衛生施策や保健事業， 災害等の緊急時での利

用や保健医療分野の研究への二次利用への活用を目

指している4)。PHR サービスモデルでは， 健康診断

結果や医療情報の閲覧だけでなく， サービス利用者

が歩数や血圧， 体重等を記録するモデルが開発され

ており6)， ICT を活用した健康づくりの実用化に向

けて進められている。

自治体の健康アプリ導入の実態は， 2023年度に44
都道府県・255二次医療圏・7 保健所設置市・その

他 1 市町村を対象とした調査で， 健康増進事業にお

ける健康関連アプリの運用開始が34.1% であること

が分かっている7)。しかしながら， 全都道府県は網

羅できておらず， 健康アプリの機能も不明である。

市町村がインセンティブを考慮した事業計画を検討

するに当たっては，「すでに実施している他市町村

の資料」を活用した市町村の割合は89.1%8) と非常

に高い割合であり， 具体的な資料が求められてい

る。したがって， 既存の健康アプリの内容の整理

は， 都道府県や市町村の事業計画検討に資すると考

えられる。

そこで本調査は， ICT を利活用した健康づくりの

ための環境整備に向けて， 全都道府県における健康

アプリの導入の有無とその内容を明らかにすること

を目的とした。

Ⅱ 方 法

1. 調査対象と調査方法
調査対象は47都道府県とした。2024年 8 月 6 日か

ら 9 月 3 日までの間に， 都道府県の公式ホーム

ページ及び都道府県が運営する健康増進事業や健康

アプリの特設サイトより， 2024年度における健康ア

プリに関する情報を収集した。調査項目は， 健康ア

プリの導入の有無， 導入期間， 開発主導者， 対象

者， 利用実績， 機能に関することとした。都道府県

において過去に導入されたが， 2024年度に継続して

いないものは， 遡って検索できない可能性があるた

め除外した。また， 市町村においてはインターネッ

ト上の情報量に差異があり， 全容把握が困難なため

対象外とした。なお， 健康アプリの必要性を感じて

いるが， 財源確保等の課題が障壁となり導入してい

ない場合や， 調査期間に導入の準備段階である場合

が考えられるため， 未導入の都道府県への配慮が必

要であると判断し， 都道府県名は明記せず， 統一の

数字で示すこととした。地域差を明示するため， 総

務省の「地域別表章に関するガイドライン」9) を基

に， 6 つの地域区分（北海道・東北， 関東， 東海・

北陸， 近畿， 中国・四国， 九州・沖縄）を記した。

2. 健康アプリの機能の分類
健康アプリの機能を 6 つに分類した。分類は， 健

康アプリの機能を分類した先行研究はないため， そ

れぞれの機能の特徴とアプリ上の役割を踏まえ， ア

プリ利用者が行動もしくはデータを記録する， また

は情報（知識）を取得するまでの一連の動作に焦点

を当てた行動記録， 健康管理， 健康情報取得の 3 分

類と， 行動変容やアプリ継続の動機付けの観点から

競争性， ゲーム性， インセンティブの 3 分類に分け

て情報を整理した。以下は本調査における 6 つの分

類の定義と情報収集項目である。

1) 行動記録

アプリ利用者が健康を増進しうる行動をした際に

記録する機能（歩数， バーチャルウォーク， ウォー

クラリー， ランニング， サイクリング， 運動， 健診

受診， 社会参加， イベント参加， 飲食店来店（減塩

や野菜を多く使用したメニューの提供等の健康づく

りをサポートする飲食店への来店）， アプリログイ

ン（直接的ではないものの， 生活習慣改善に有効で

あるため10)， 行動記録に分類した）， その他）。

2) 健康管理

アプリ利用者が身体的・生理的指標や生活習慣，

目標を記録・管理する機能（体重， 血圧， 血糖値，

体脂肪率， 体温， 心拍数または脈拍数， 消費カロ

リー， 食事， 睡眠， たばこ， 薬， アレルギー， 健診

結果， 目標設定， その他）。

3) 健康情報取得

アプリ利用者が都道府県やアプリ運営者から提供

される健康に関連する情報を取得する機能（健康に

関する情報， 運動の方法， 飲食店に関する情報， 健

康イベント， その他）。

4) 競争性

アプリ利用者が歩数やポイントのランキングを確

認できる機能（表示カテゴリーとして都道府県， 地
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域， 年代， 性別， 事業所， グループ）。

5) ゲーム性

健康増進に直結しないアプリのゲーム要素（収

集， 育成）。

6) インセンティブ

特典の付与により， アプリ利用や継続の動機付け

を行う機能（インセンティブの対象の項目， 付与方

法として優待， 抽選）。本書における優待は， 参加

者全員もしくは条件（ポイント数や歩数等）に応じ

て， もれなく特典が受けられる仕組みを指す。

Ⅲ 結 果

1. 健康アプリの導入（表 1）
健康アプリを導入していた都道府県は， 47都道府

県のうち34都道府県（72.3%）であり， 都道府県は

常時または期間限定で健康アプリを導入していた。

導入開始年（期間限定事業を除く）は， 2014年度か

ら2024年度であり， 2018年が最も多く導入が開始

されていた（図 1）。ほとんどの都道府県が全市町

村在住者をアプリの対象者としていたが， 在勤者や

在学者も対象者に含む都道府県が存在した。

アプリの開発主導者は， 自治体と民間企業に分か

れていた。開発主導者が自治体の場合は， 歩数や健

康管理に加えて， 健診受診やイベント参加等を含む

幅広い機能を有する傾向にあった。一方， 民間企業

の場合は， 単一もしくは少数の機能を有するアプリ

を自治体が活用する傾向にあった。民間企業のアプ

リでは， アプリ利用者が居住地等の該当する自治体

を設定して利用する仕組みを設けている場合が多

く， 自治体がアプリ内のイベントやキャラクター，

インセンティブのようなアプリの主要機能以外の一

部を， 独自の仕様にできる工夫が採用されていた。

2. 行動記録（表 2）
行動記録は， 健康アプリを導入している全ての都

道府県で 1 つ以上の項目が採用されていた。具体的

な行動記録の項目は歩数（33都道府県）が最も多

く， 次いでイベント参加， 健診受診， アプリのログ

インであった。歩数を記録できる都道府県の約 4 割 表
1
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一
部
機
能
に
つ
い
て
は
一
部
市
町
村
，
保
険
者
に
限
る

18
歳
以
上

12
5,

73
5人

（
20

24
年

3
月
）

20
近
畿

常
時

20
22

.1
～

自
治
体

—
—

—
21

近
畿

期
間
限
定

20
24

.9
～

11
民
間
企
業

全
市
町
村
在
住
・
在
勤
・
在
学
者

—
—

22
中
国
・
四
国

常
時

20
18

.9
～

自
治
体

—
—

45
,0

00
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
（

20
24

年
7
月
）

23
中
国
・
四
国

常
時

20
18

.1
1*

～
自
治
体

全
市
町
村
在
住
者

小
学
生
以
上

—
24

中
国
・
四
国

常
時

20
19

.4
～

自
治
体

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
は

全
市

町
村

在
住

・
在

勤
・

在
学

者
（

ア
プ

リ
の

利
用
に
つ
い
て
は
不
明
）

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
は

18
歳

以
上
（

ア
プ

リ
の
利
用
に
つ
い
て
は
不
明
）

70
,0

00
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
（

20
24

年
9
月
）

25
中
国
・
四
国

常
時

20
20

.4
～

自
治
体

全
市
町
村
在
住
・
在
勤
者

—
—

26
中
国
・
四
国

常
時

20
22

.1
*～

自
治
体

—
—

—
27

中
国
・
四
国

常
時

20
24

.5
～

自
治
体

全
市
町
村
在
住
・
在
勤
・
在
学
者

—
—

期
間
限
定

20
24

.6
～

11
民
間
企
業

全
市
町
村
在
住
国
保
加
入
者

—
—

28
九
州
・
沖
縄

常
時

20
14

～
自
治
体

—
—

—
29

九
州
・
沖
縄

常
時

20
16

.3
～

自
治
体

—
—

—
30

九
州
・
沖
縄

常
時

20
18

.4
～

自
治
体

全
市
町
村
在
住
・
在
勤
者

—
10

0,
00

0人
（

20
25

月
3
月
）

31
九
州
・
沖
縄

常
時

20
19

.1
0～

自
治
体

誰
で
も
利
用
可
能

—
11

0,
00

0ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
（

20
24
年

8
月
）

32
九
州
・
沖
縄

常
時

20
20

.2
～

自
治
体

—
—

65
,9

59
人
（

20
23

年
11

月
）

33
九
州
・
沖
縄

常
時

20
21

.1
1*

～
自
治
体

県
民
（
他
県
在
住
者
も
含
む
）

一
部
機
能
は
国
保
加
入
者
に
限
る

—
—

34
九
州
・
沖
縄

常
時

20
23

.2
～

自
治
体

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
全
市
町
村
在
住
者

（
ア
プ
リ
の
利
用
は
誰
で
も
可
能
）

—
75

,0
00

人
（

20
25

年
2
月
）

注
1 ）

表
1～

4
の
都
道
府
県
番
号
は
同
一
の
都
道
府
県
を
意
味
す
る
。

注
2 ）

—
：
不
明

注
3 ）

都
道
府
県
番
号

N
o.

 6
，

27
は
同
一
都
道
府
県
で

2
つ
の

ア
プ
リ
を
導
入
し
て
い
る
。

* 
都
道
府
県
の
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
，
健
康
ア
プ
リ
や
健
康
増
進
事
業
の
特
設
サ
イ
ト
で
導
入
期
間
が
不
明
の
た
め
，
ア
プ
リ
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
サ
イ

ト
の
リ
リ
ー
ス
日
を
抜
粋
。

表
1

 
健
康
ア
プ
リ
を
導
入
し
て
い
る
都
道
府
県
に
お
け
る
ア
プ
リ
の
導
入
期
間
，
開
発
主
導
者
，
対
象
者
，
利
用
実
績
（
つ
づ
き
）
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表 2 健康アプリを導入している都道府県におけるアプリの行動記録

都道

府県

行動記録

歩

数

バーチャル

ウォーク

ウォーク

ラリー

ランニ

ング

サイク

リング
運動*1

健診

受診

社会

参加*2

イベン

ト参加

飲食店*3 

来店

アプリ 
ログイン

その他

合計 33 13 15 4 4 9 18 6 21 3 10 21

 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ミッション（献血や健康増進教室参

加等）， バーチャルサイクリング

 2 ● ●

 3 ●

 4 ●

 5 ● ●距離 ●

 6 ○ ○ 生活習慣（歯磨き等）をスタンプで

記録

●

 7 ● ● ● ●時間 ● ● ● ● ● ● サイクリングラリー， 特定保健指導

参加， ミッション*4， 交流相手との

会話

 8 ●

 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ミッション*4

10 ● ● ●

11 ●

12 ● ● ● ● ● ミッション（屋外施設の利用等）

13 ● ● ● ●歩数 ● ● ● ● スポーツの観戦， 実施

14 ● ● ● ● ● チャレンジ（毎食野菜摂取， 30分以

上の運動等）

15 ● ○ ●時間

や距離

● ● ● ● ●

16 ● ○ ● ● ● 講座教室参加

17 ●

18 ● ● ● ● ● ● 自ら立てた目標を実践

19 ● ● ● ● ● ● 歯磨き

20 ○

21 ● ● ● ● ウォーキングコース踏破， ミッショ

ン*4， 参加者全員の目標達成

22 ● ● ● ● ● ● プールや体育館利用， 薬局の健康相

談， 子育て教室参加

23 ● ● ● ● ● ● チャレンジ（運動や食事， 歯磨き等）

24 ● ● ● ● ● ○ 歯磨き

25 ● ● ● ● ● ● ● ミッション（コンビニで野菜商品購

入等）

26 ○

27 ○ 歩行（自己申告であり歩数は記録し

ない）

●

28 ○

29 ● ● ● ● ウォーキングコースの歩行

30 ● ● ● ● ● ● ● 温泉巡り， ミッション（歩数を使用

した協力企業・団体による企画等）

31 ● ● ● ● ● ● 献血， ミッション*4

32 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 献血， 骨髄ドナー登録

33 ○ ○ ○ チャレンジ（朝食喫食やスクワット

等）

34 ● ● ● ● ● ●

注 1）表 1～4 の都道府県番号は同一の都道府県を意味する。
注 2）●：インセンティブの対象の項目， ○：インセンティブの対象外の項目。
注 3）都道府県番号 No. 6， 27は同一都道府県で 2 つのアプリを導入している。
*1 運動は， 体操や筋トレ等。
*2 社会参加は， 掃除やボランティア等（各都道府県が社会参加と記載しているもの）。
*3 減塩や野菜を多く使用したメニューの提供等の健康づくりをサポートする飲食店。
*4 都道府県が提示しているミッションの内容は不明。
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がバーチャルウォークやウォークラリーを採用して

いた。健康づくりに関するミッションやチャレンジ

を提示する仕組みは11都道府県が採用しており， そ

れを有するアプリの開発主導者は自治体が多い傾向

にあったが， 都道府県がミッションやチャレンジと

記載した内容は， 歯磨きやスクワット等のすぐに実

践可能なものから， 健康増進教室への参加等の外出

を要するものまで様々であった。

3. 健康管理（表 3）
健康管理は， 体重（28都道府県）が最も多く採用

されており， 次いで消費カロリー（22都道府県），

血圧（19都道府県）， 健診結果（12都道府県）で

あった。食事の管理は， 写真や献立を細かく記録で

きるものや， 朝食の喫食状況を選択する簡易的な質

問形式のもの等があった。薬やアレルギーの情報を

記録できる機能の採用は少なく， いずれも健康手帳

のような医療との連携を前提にしたアプリに採用さ

れていた。

4. 健康情報取得（表 3）
健康情報取得は， 運動の方法に関する情報が11都

道府県と最も多く， ほとんどの都道府県が動画によ

る発信であった。次いで， 健康に関する情報が多

く， その内容はバランスの良い食事の摂り方や運動

習慣の重要性の説明等の生活習慣の改善に役立つ情

報や働く世代に向けた健康づくりに関する情報で

あった。

5. 競争性， ゲーム性， インセンティブの付与方
法（表 4）

競争性は28都道府県で採用されており， アプリ利

用者の歩数やポイントのランキング表示機能があっ

た。ランキングを表示できるカテゴリーは， アプリ

を導入している都道府県単位や任意で作成したグ

ループ， 事業所が多かった。ゲーム性は13都道府県

が採用しており， 内容はキャラクター等を収集や育

成する機能であった。

インセンティブは30都道府県で採用されており，

付与方法は優待や抽選， その他条件付（ランキング

上位者に限る）であった。優待は， ポイントを商品

やクーポンに交換する事例や， アプリ内のカードを

提示すると飲食店等で特典が受けられる事例， ポイ

ントを自治体内の通貨として使用できる事例等があ

り， 抽選は， 食品や健康グッズ， 商品券等が景品に

採用されていた。インセンティブの資金面では， 協

賛企業・団体よる協賛品の提供を明記している都道

府県があった。飲食店等で特典が受けられる場合の

自治体による資金提供の有無は示されていなかっ

た。

表
3

 
健
康
ア
プ
リ
を
導
入
し
て
い
る
都
道
府
県
に
お
け
る
ア
プ
リ
の
健
康
管
理

と
健
康
情
報
取
得

都
道

府
県

健
康
管
理

健
康
情
報
取
得

体
重

血
圧

血
糖
値

体
脂

肪
率

体
温

心
拍
数

ま
た
は

脈
拍
数

消
費

カ
ロ
リ
ー

食
事

睡
眠

た
ば
こ

薬
・

 
ア
レ
ル
ギ
ー

健
診

結
果

目
標

設
定

そ
の
他

健
康
に
関
す

る
情
報

運
動
の

方
法

飲
食
店
*1 に

関
す
る
情
報

健
康

 
イ
ベ
ン
ト

そ
の
他

合
計

28
19

4
3

7
6

22
11

4
4

3
12

9
12

6
11

4
4

8

1
●

●
○

○
●

生
活
習
慣
の
質
問

○
*2

2
○

○

3
○

○

4
●

5
○

○
●

○
○

○
予
防
接
種
，
病
歴
，
医
療
情
報

6
○

○
○

○
○

○
○

○
持

病
，

検
査

結
果

，
症

状
，

医

療
情
報
，
予
防
接
種
，

SP
O

2

●

7
●

●
○

●
●

○
○
*2

○

8
○

9
●

●
○

●
●

○
●

○
*2

○
●

健
康
ク
イ
ズ

10
○

○
○

日
陰
表
示
マ
ッ
プ
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都
道

府
県

健
康
管
理

健
康
情
報
取
得

体
重

血
圧

血
糖

値
体
脂

肪
率

体
温

心
拍
数

ま
た
は

脈
拍
数

消
費

カ
ロ
リ
ー

食
事

睡
眠

た
ば
こ

薬
・

 
ア
レ
ル
ギ
ー

健
診

結
果

目
標

設
定

そ
の
他

健
康
に
関
す

る
情
報

運
動
の

方
法

飲
食
店
*1 に

関
す
る
情
報

健
康

 
イ
ベ
ン
ト

そ
の
他

合
計

28
19

4
3

7
6

22
11

4
4

3
12

9
12

6
11

4
4

8

11
○

○
○

12
●

○
●

●
健
康
ク
イ
ズ

13
●

●
●

○
○
*2

14
●

●
○

○

15
●

●
○

○
○

○
○

○
○

○
飲
酒

○
*2

16
○

17
○

18
●

●
●

○
●

○
●

目
標
体
重
や
血
圧
正
常
値
達
成

19
●

●
○

●
●

●
●

20
○
*2

21
○

○
○
*2

22
●

●
○

23
●

○
○

○
●

BM
I適

正
値
で
ポ
イ
ン
ト
付
与

24
●

●
○

○
○

●
●

健
康
状
態
（
元
気
度
）

○
*2

25
●

○
○

○
●

●
○

野
菜
レ
シ
ピ

26
○

○
○

○
○

○
○

○
既
往
歴
，
腹
囲

27
○

○
○

○
○

○
○

○

28
○

○
*2

○
野
菜
レ
シ
ピ

29
○

○
○

○
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
コ

ー
ス

周
辺
情
報

30
●

○
●

○
○

○
健
康
状
態

○

31
○

○
○

○

32
●

●
○

●
○

●
体
力
測
定

○
○

○
○

観
光

ス
ポ

ッ
ト

，
減

塩

レ
シ
ピ

33
○

○
○

○
○

○
飲
酒

○
健
診
結
果

判
定
動
画

○
医
療
機
関
マ
ッ
プ

34
○

○
○

○
○

生
活
習
慣
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク

●
●
*2

注
1）

表
1～

4
の
都
道
府
県
番
号
は
同
一
の
都
道
府
県
を
意
味
す
る
。

注
2）

●
：
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
対
象
の
項
目
，
○

：
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
対
象
外
の
項
目
。

注
3）

都
道
府
県
番
号

N
o.

 6
，

27
は
同
一
都
道
府
県
で

2
つ
の
ア
プ
リ
を
導
入
し
て
い
る
。

*1  減
塩
や
野
菜
を
多
く
使
用
し
た
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供
等
の
健
康

づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
飲
食
店
。

*2  動
画
に
よ
る
発
信
。

表
3

 
健
康
ア
プ
リ
を
導
入
し
て
い
る
都
道
府
県
に
お
け
る
ア
プ
リ
の
健
康
管
理
と
健
康
情
報
取
得
（
つ
づ
き
）
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表

4
 
健
康
ア
プ
リ
を
導
入
し
て
い
る
都
道
府
県
に
お
け
る
競
争
性
，
ゲ
ー
ム
性
，
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
方
法

都
道
府
県

競
争
性
（
表
示
カ
テ
ゴ
リ
ー
）

ゲ
ー
ム
性

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
方
法

備
考

都
道
府
県

地
域

年
代

性
別

事
業
所

グ
ル
ー
プ

収
集

育
成

優
待

抽
選

そ
の
他

条
件
付

合
計

26
13

15
6

18
19

9
7

18
24

3

28
（
上
記
い
ず
れ
か
）

13
（
上
記
い
ず
れ
か
）

30
（
上
記
い
ず
れ
か
）

1
○

○
○

○
○

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

□
□
*

2
○

□
□

上
位
者

に
特
典

3
○

○
○

○
○

期
間
限
定

□
□

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要

4
□

ア
プ

リ
の

一
部

機
能

の
み

使
用

可
能
。

県
実

施
の

事
業

で
は

運
動

ポ

イ
ン
ト
（
歩
数
，
心
拍
数
）
が
対
象

5
□

6
□

7
○

○
○

○
○

□
*

□
上
位
者
に
特
典

8
○

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

○
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

□
□
*

9
○

○
○

○
○

□
*

ア
ン
ケ
ー
ト
，
ア
プ
リ
紹
介
で
ポ
イ
ン
ト
付
与

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

10
○

○
□

11
○

○
相
撲
番
付

□
上
位
者

か
ら
抽
選

対
象
は
事
業
所
の
み

歩
数
に
応
じ
て
県
内
名
所
巡
り
表
示
，
医
療
費
抑
制
額
の
表
示

12
○

○
○

観
光
写
真

□
*

13
○

○
○

○
○

○
□
*

14
○

○
○

○
○

□
ポ

イ
ン

ト
の

獲
得

方
法

や
獲

得
で

き
る

ポ
イ

ン
ト

数
は

市
町

村
や

企

業
に
よ
っ
て
異
な
る
（
表

2，
3
の
●
は
企
業
版
を
例
と
し
た
）

15
○

○
○

○
○

○
□

16
○

○
○

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

○
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

□
□

17
□

歩
数

計
ア

プ
リ

の
指

定
は

な
く
，

歩
数

の
ス

ク
リ

ー
ン

シ
ョ

ッ
ト

を

実
績
報
告
サ
イ
ト
に
提
出
す
る

18
○

○
□

19
○

○
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

□ 一
部

□
新
規
登
録
，
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
，
友
達
紹
介
で
ポ
イ
ン
ト
付
与

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
優
待
は
，
一
部
保
険
者
・
地
域
の
み

20
○

○
ア
プ
リ
内
バ
ッ
ジ

21
○

○
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

□

22
○

○
○

□
□

23
○

○
○

○
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

□
□
*

24
○

○
○

○
○

□
□
*

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
で
ポ
イ
ン
ト
付
与

25
○

○
○

○
○

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

□
□
*

26
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都
道
府
県

競
争
性
（
表
示
カ
テ
ゴ
リ
ー
）

ゲ
ー
ム
性

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
方
法

備
考

都
道
府
県

地
域

年
代

性
別

事
業
所

グ
ル
ー
プ

収
集

育
成

優
待

抽
選

そ
の
他
条
件
付

合
計

26
13

15
6

18
19

9
7

18
24

3

28
（
上
記
い
ず
れ
か
）

13
（
上
記
い
ず
れ
か
）

30
（
上
記
い
ず
れ
か
）

27
国
保
と
共
同
開
発
，
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
連
携
が
必
要

健
康

デ
ー

タ
か

ら
疾

病
発

症
リ

ス
ク

を
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
し
，

医

学
的
知
見
か
ら
助
言
あ
り

○
○

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

□
事

業
は

運
動

食
事

な
ど

も
ポ

イ
ン

ト
対

象
だ

が
，

ア
プ

リ
を

活
用

し

て
い
る
の
は
歩
数
計
ア
プ
リ
の
み

28
○

○
○

○
○

○

29
○

○
○

○
□

医
療
費
抑
制
額
の
表
示

30
○

○
○

○
●

特
産
品

●
特
産
品

□
□
*

31
○

○
○

○
○

□
□

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
で
ポ
イ
ン
ト
付
与

32
○

○
○

○
○

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

□
□

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
で
ポ
イ
ン
ト
付
与

医
療
費
抑
制
額
の
表
示

33
○

○
○

○
健
診
予
約
も
可
，
自
分
で
イ
ベ
ン
ト
作
成
も
可
，
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答

一
部
国
保
加
入
者
の
み
の
機
能
あ
り

34
○

○
○

○
○

□
□

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
で
ポ
イ
ン
ト
付
与

注
1）

表
1～

4
の
都
道
府
県
番
号
は
同
一
の
都
道
府
県
を
意
味

す
る
。

注
2）

●
：
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
対
象
の
項
目
，
○

：
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
の
対
象
外
の
項
目
，
□

：
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
関
与
し
な
い
項
目
。

注
3）

都
道
府
県
番

号
N

o.
 6
，

27
は
同
一
都
道
府
県
で

2
つ
の

ア
プ
リ
を
導
入
し
て
い
る
。

* 
協
賛
企
業
・
団
体
等
か
ら
協
賛
品
の
提
供
が
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

表
4

 
健
康
ア
プ

リ
を
導
入
し
て
い
る
都
道
府
県
に
お
け
る
競
争
性
，
ゲ
ー
ム
性
，
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
方
法
（
つ
づ
き
）
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6. インセンティブの対象（表2～4）
インセンティブの対象の状況は， 機能の分類別に

見ると， 行動記録はほとんどの都道府県で対象と

なっていたが， 健康管理ではばらつきがあり， 健康

情報取得はほとんどが対象でなかった。項目別で

は， インセンティブの対象として最も採用されてい

たのは歩数であった。表には示していないが， ポイ

ント付与の基準は， 歩数に応じて段階的に付与され

る場合や， 1 日8,000歩以上歩くと付与される場合等

様々であった。

Ⅳ 考 察

本調査は， 著者らの知る限り， 全都道府県の健康

アプリの導入の有無， 導入期間， 開発主導者， 対象

者， 利用実績， 機能について明らかにした初めての

研究である。調査の結果， 2024年度において， 健康

アプリを導入していたのは34都道府県（72.3%）で

あり， 導入している自治体においても機能の充実度

が様々であることが分かった。

健康アプリの導入（期間限定の事業を除く）は，

2014年から始まり， 2018年が最も多く， 現在まで

広がっていることが明らかとなった。これは， 2014
年度から総務省， 文部科学省， 厚生労働省などの支

援のもと産官学連携により実施された「自治体連携

型大規模健幸ポイントプロジェクト」8) や， 2016年
度に示された「個人の予防・健康づくりに向けたイ

ンセンティブを提供する取組に係るガイドライ

ン」11) の公表を受けて， 予算編成や事業計画策定が

行われ， 実行されたことによるものと推察される。

また， スマートフォンの世帯保有率は， 2010年はわ

ずか9.7% であったが， 2015年には70% を超え，

2023年には90.6% と推移している12)。さらに， 衛星

測位サービスの安定化13) や通信システムの進化14)

等により， スマートフォンの性能が年々向上してい

ることから， スマートフォンの普及や性能の向上

が， 健康アプリ導入の広がりを後押ししたと考えら

れる。一方で， 健康アプリの活用には， アプリの開

発・維持管理費用の確保や職員のアプリに関する知

識・管理技術等の課題があることが指摘されてお

り7)， これらが未導入の要因となっている可能性が

ある。さらには， デジタルデバイスを所有・維持す

ることができる経済的な余裕や， それを使いこなす

能力も必要であり， すべての人が活用できるわけで

はないことに留意が必要である15)。総務省では2021
年度から「デジタル活用支援推進事業」として， デ

ジタル活用に不安のある高齢者などを対象に， 携帯

電話ショップなどで講習会を実施している16)。健康

アプリをより多くの人が活用するためには， 薬局や

自治体のコミュニティセンター等の気軽に立ち寄れ

る施設にて， 操作のサポートや健康アプリと同様の

システムが使用できる端末の導入を開始する等， 情

報格差縮小に向けた取組も必要であると考える。

行動記録で歩数が多くの都道府県で採用されてい

る要因は， スマートフォンに搭載されている GPS
（Global Positioning System）や加速度センサー， ジャ

イロセンサーによって歩行状況のトラッキングが可

能となっていること17) や， 歩数は最も簡便でわか

りやすい身体活動の指標であり， 公衆衛生学的視点

から有用であること18)， 国民健康・栄養調査の結果

から日本人の歩数（20歳以上）は減少傾向にあり19)

歩数増加が望まれること等が推察される。スマート

フォンのアプリやリスト型デバイスの活用は， 身体

活動を継続的かつリアルタイムに評価・フィード

バックすることを可能とし， 低～中程度の歩数増加

の効果があることが示されている18)。そのため， 健

康アプリに歩数を採用することは有用であると考え

られる。その他に注目すべき項目は， 健診受診であ

り， 18都道府県と約半数で採用されていた。初期の

生活習慣病は特に自覚症状がないことが多いため，

定期的に健診を受けて自分自身の健康状態を常に正

しく把握することが， 生活習慣病の早期の発見・治

療に重要である20)。定期的な健診受診により， 生活

習慣病の早期の発見・治療を促したいと考える自治

体が多いことが推察される。特徴的な項目として，

アプリのログインは， 10都道府県で採用されてい

た。先行研究によると， 生活習慣変更の推定結果に

おいて， 4 習慣（喫煙， 運動， 飲酒， 睡眠）全てに

ついてログインによって改善が促進され， 喫煙， 睡

眠， 及び男性の運動についてログインによって悪化

が抑制されることが示されたと報告されている10)。

ログインボーナスの付与は， 生活習慣改善に有効で

あるため， 健康アプリに採用されていると考えられ

る。

健康管理は， 体重の記録が最も多く採用されてい

た。簡便に測定できる体重の記録は， セルフモニタ

リングの機能として有効であり， 生活の改善に有益

であると報告されている21)。体重や血圧等の身体

的・生理的指標や健診結果の自己管理は， 国が推進

している PHR6,22) に近い要素を含んでおり， 医療・

介護と連携することにより， 疾病の発症や重症化の

予防， 介護予防等への応用が可能である。また， ア

プリ利用により蓄積したデータは， 個人が特定され

ない形で地域や年齢， 性等のカテゴリー別に分析す

ることが可能であり， アプリを運用している都道府

県や市町村が， 自らの地域の健康増進施策の評価等

への活用も期待できる。
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健康情報取得は， 21都道府県が採用しており， 自

治体の健康増進施策や健康づくりの方法を市民に広

く情報を提供する手段として活用が期待できる。ま

た， ヘルスリテラシーの向上と生活習慣病予防の関

係性は高い23) ため， ヘルスリテラシー向上に向け

て， 健康に関する正しい情報に容易にアクセスでき

るツールとして， 健康アプリが貢献できる可能性が

ある。

競争性やゲーム性は， 無意識のうちにモチベー

ションに影響を与える可能性がある。競争の有用性

は， 努力に応じた成果が出やすいシステムや， 同等

のスコアの小グループの競争情報を示し， 小グルー

プの中で上位になる可能性があるシステムを取り入

れることで， 歩数が増加したと報告されている24)。

本調査において， ランキングの表示カテゴリーで最

も多かったのは， アプリを導入している都道府県単

位であったが， ポイント数や歩数のスコアが同等程

度の10人を 1 グループとした小グループごとにラ

ンキングを表示する機能を取り入れると， 競争の有

用性は高まると考えられる。ゲーム性では， ゲーミ

フィケーションを活用したアプリは， 利用者の歩数

を有意に増加させたことが報告されている18,25,26)

が， 歩数の増加効果の継続期間は， 先行研究によっ

て幅があり25,26)， ゲーム性の継続効果については，

今後さらなる研究が必要であると考える。本調査で

は， 健康増進に直結しない機能をゲーム性とした

が， ミッションをクリアしていく面白さやバーチャ

ルウォークで世界中を旅できる楽しさ等もゲーム性

の一面があり， 健康アプリの楽しさや面白さのさら

なる追求は可能かもしれない。

インセンティブは， 多くの自治体で特典の優待や

抽選にて， 特定の取組を行ったアプリ利用者に付与

されていた。先行研究では， 健康づくり事業参加者

おける取組の継続確率を高める報酬として， 現金性

を実感できるような報酬や， 各々が多くの店舗で利

用できるような報酬を挙げている27)。都道府県で採

用されていた， ポイントを自治体内の通貨として使

用できる事例やアプリ内のカードを提示すると飲食

店等で特典が受けられる事例は， 取組の継続確率を

高めることが期待できる。また， 抽選において， 当

選経験のある参加者はそうでない参加者と比較し

て， 歩数が増加傾向にあると言えると報告されてい

る28)。優待での付与や当選確率を上げるためには財

源が必要だが， 飲食店等に特典提供の協力を呼びか

ける方法であれば， 飲食店等はアプリ利用者への広

告ともなるため， 自治体の経済的負担は少なくなる

かもしれない。健康アプリ関連事業に賛同した企業

が特典を提供している都道府県もあり， 自治体の負

担軽減策に寄与する可能性がある。ヘルスプロモー

ションの取組の多くは個人の行動変容を必要とする

が， 競争性やゲーム性， インセンティブが加わるこ

とで， 人々の行動変容や習慣化への期待は高まる。

本調査の限界として， 2024年 8 月 6 日から 9 月 3
日の間にインターネット上の情報のみを抽出してい

るため， その期間に公開されていない情報について

は， 把握できていない。また， 今後は， 住民に対し

てより身近な行政を担っている市町村への資料提示

のニーズにも応えられるよう， 市町村の実態調査を

行う必要があると考える。

Ⅴ 結 語

本調査は， 全都道府県における健康アプリ導入の

実態を， 機能の内容も含めて明らかにした。今後の

自治体での ICT を活用した健康づくり施策の検討

において参考になることが期待される。

本調査において， 開示すべき COI 状態はない。
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Determining the status of health application implementation in Japanese prefectures 
for health promotion

Mizuki YOSHIOKA*, Chika OKADA* and Mieko NAKAMURA*
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Objectives　This study aimed to determine the current implementation status and content of health applications 
(apps) targeting all Japanese prefectures as part of their health promotion measures using Information 
and Communication Technology (ICT).

Methods　Information on health apps and health promotion projects was collected from the official websites of all 
Japanese prefectures and special sites focusing on these topics operated by the prefectures between August 
6 and September 3, 2024. The status of health promotion app implementation, implementation period, 
development leaders, targets, number of users, and functions in the financial year (FY) 2024 was evalu-
ated. We categorized app functions into six types: action records, health management, health information 
acquisition, competitiveness, gamification, and incentives.

Results　 Thirty-four (72.3%) prefectures implemented health apps between FY2014 and FY2024, excluding 
limited-time projects. App development leaders were divided into local governments and private compa-
nies. When local government was the development leader, the apps tended to be multifunctional, includ-
ing functions such as the number of steps, health management, health checkups, and event participation. 
With private companies, local governments tend to adopt applications with only one or a few functions, 
with many involving a system that allowed users to select their region of residence. Among the categorized 
functions in the apps, the most common action records functions were step count (33 prefectures), event 
participation (21 prefectures), and health checkups (18 prefectures). The most common health manage-
ment functions in the apps were data concerning body weight (28 prefectures), caloric intake (22 prefec-
tures), and blood pressure levels (19 prefectures). The most common health information acquisition 
function was the type of exercise (11 prefectures). Some prefectures incorporated competitiveness into 
their apps, such as the number of steps and point rankings (28 prefectures); gamification, such as collect-
ing and nurturing characters (13 prefectures); incentives through privileges and lotteries; and other con-
ditions (limited to higher-ranking individuals) (30 prefectures) to motivate behavioral change and 
continued app usage.

Conclusion　 We clarified the current state of health-app implementation in all the prefectures, including their 
functions and content. This information may serve as a useful reference when considering local govern-
ment initiatives that use ICT to promote health.
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